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中
小
企
業
経
営
者
の
平
均
年
齢
が
約

60
歳
と
な
っ
て
お
り
、
事
業
承
継
の
円

滑
化
は
喫
緊
の
課
題
。

　

事
業
承
継
税
制
の
適
用
要
件
の
見
直

し
や
手
続
き
の
簡
素
化
を
通
じ
、
制
度

の
使
い
勝
手
の
大
幅
な
改
善
を
図
る
。

 

改
正
概
要 

　

平
成
27
年
１
月
よ
り
施
行
（
相
続
税

改
正
と
併
せ
て
施
行
）

① 

親
族
外
承
継
の
対
象
化
〜
親
族
に
限

ら
ず
適
任
者
を
後
継
者
に
。

　

・ 

後
継
者
は
、
先
代
経
営
者
の
親
族

に
限
定
⬇
親
族
外
承
継
を
対
象
化
。

② 

雇
用
８
割
維
持
要
件
の
緩
和
〜
毎
年

の
景
気
変
動
に
配
慮
。

　

・ 

雇
用
の
８
割
以
上
を
「
５
年
間
毎

年
」
維
持
⬇
雇
用
の
８
割
以
上
を

「
５
年
間
平
均
」
で
評
価
。

③ 

納
税
猶
予
打
ち
切
り
リ
ス
ク
の
緩
和

　

 

〜
利
子
税
負
担
を
軽
減
、
事
業
の
再

出
発
に
配
慮
。

　

・ 

要
件
を
満
た
せ
ず
納
税
猶
予
打
ち

切
り
の
際
は
、
納
税
猶
予
額
に
加

え
利
子
税
の
支
払
い
が
必
要
⬇

利
子
税
率
の
引
下
げ
（
現
行
２
・

１
％
↓
０
・
９
％
）。
承
継
５
年
超

で
、
５
年
間
の
利
子
税
を
免
除
。

　

・ 

相
続
・
贈
与
か
ら
５
年
後
以
降
は
、

後
継
者
の
死
亡
又
は
会
社
倒
産
に

よ
り
納
税
免
除
⬇
民
事
再
生
、
会

社
更
正
、
中
小
企
業
再
生
支
援
協

議
会
で
の
事
業
再
生
の
際
に
は
、

納
税
猶
予
額
を
再
計
算
し
、
一
部

免
除
。

④ 

役
員
退
任
要
件
の
緩
和
〜
先
代
経
営

者
の
信
用
力
を
活
用
。

　

・ 

先
代
経
営
者
は
、
贈
与
時
に
役
員

を
退
任
⬇
贈
与
時
の
役
員
退
任
要

件
を
代
表
者
退
任
要
件
に
（
有
給

役
員
と
し
て
残
留
可
）。

⑤ 

事
前
確
認
制
度
の
廃
止
〜
手
続
の
簡

素
化
。

　

・ 

制
度
利
用
の
前
に
、
経
済
産
業
大

臣
の
「
認
定
」
に
加
え
て
「
事
前

確
認
」
を
受
け
て
お
く
必
要
あ
り

⬇
事
前
確
認
制
度
を
廃
止
。

⑥ 

債
務
控
除
方
式
の
変
更
〜
債
務
の
相

続
が
あ
っ
て
も
株
式
の
納
税
猶
予
を

フ
ル
活
用
で
き
る
よ
う
に
。

　

・ 

猶
予
税
額
の
計
算
で
先
代
経
営
者

の
個
人
債
務
・
葬
式
費
用
を
控
除

す
る
た
め
、
猶
予
税
額
が
少
な
く

算
出
⬇
先
代
経
営
者
の
個
人
債

務
・
葬
式
費
用
を
株
式
以
外
の
相

続
財
産
か
ら
控
除
。

　

消
費
税
率
の
２
段
階
の
引
上
げ
に
備

え
、
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
・
農
林
水
産

業
を
営
む
中
小
企
業
等
の
活
性
化
に
資

す
る
設
備
投
資
を
促
進
し
、
こ
れ
ら
の

産
業
の
活
性
化
を
図
る
。

 

改
正
概
要 

　

適
用
期
間
２
年
間
（
平
成
26
年
度
末

ま
で
）

① 

商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
、
農
林
水
産
業

を
営
む
中
小
企
業
等
が
建
物
附
属
設

備
（
１
台
60
万
円
以
上
）
又
は
器

具
・
備
品
（
１
台
30
万
円
以
上
）
を

取
得
し
た
場
合
に
、
取
得
価
格
の

30
％
の
特
別
償
却
又
は
７
％
の
税
額

控
除
（
税
額
控
除
の
対
象
法
人
は
、

資
本
金
３
０
０
０
万
円
以
下
の
中
小

企
業
業
等
に
限
る
）
を
認
め
る
措
置

を
創
設
す
る
。

　

中
小
企
業
の
交
際
費
の
支
出
に
よ
る

販
売
促
進
活
動
の
強
化
等
を
図
り
、
景

気
回
復
を
後
押
し
す
る
た
め
、
中
小
企

業
（
資
本
金
１
億
円
以
下
の
法
人
）
が

支
出
す
る
８
０
０
万
円
以
下
の
交
際
費

を
全
額
損
金
算
入
可
能
と
す
る
。

 

改
正
概
要 

　

適
用
期
間
１
年
間
（
平
成
25
年
度
末

ま
で
）

① 

中
小
企
業
が
支
出
す
る
８
０
０
万
以

下
の
交
際
費
を
全
額
損
金
算
入
可
能

平
成
25
年
度
中
小
企
業
関
係
税
制

平
成
25
年
１
月
29
日
、
平
成
25
年
度
の
税
制
改
正
大
綱
が
閣
議
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

中
小
企
業
関
係
税
制
の
主
な
内
容
は
次
の
通
り
で
す
。

事
業
承
継
税
制
の
拡
充

商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
・
農
林
水

産
業
活
性
化
税
制
の
創
設

中
小
法
人
の
交
際
費
課
税
の
特

例
の
拡
充
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と
す
る
。

　

我
が
国
の
研
究
開
発
投
資
総
額
の
約

７
割
を
占
め
る
民
間
企
業
の
研
究
開
発

投
資
（
約
12
兆
円
）
の
促
進
に
よ
り
、

我
が
国
の
成
長
力
・
国
際
競
争
力
を
強

化
す
る
。

 

改
正
概
要 

① 

総
額
型
の
控
除
上
限
の
引
上
げ
（
法

人
税
額
の
20
％
↓
30
％
）。
適
用
期

間
２
年
間
（
平
成
26
年
度
末
ま
で
）

② 

特
別
試
験
研
究
費
（
控
除
率
12
％
）

の
範
囲
に
、
一
定
の
企
業
間
の
共
同

研
究
等
を
追
加
。

　

国
内
設
備
投
資
需
要
を
喚
起
す
る
観

点
か
ら
、
国
内
設
備
投
資
を
増
加
さ
せ

た
法
人
が
新
た
に
国
内
で
取
得
等
し
た

機
械
・
装
置
に
つ
い
て
、
30
％
の
特
別

償
却
又
は
３
％
の
税
額
控
除
を
認
め
る
。

 

改
正
概
要 

　

適
用
期
間
２
年
間
（
平
成
26
年
度
末

ま
で
）

① 

以
下
の
ａ
及
び
ｂ
の
要
件
を
満
た
し

た
場
合
、
新
た
に
国
内
に
お
い
て
取

得
等
を
し
た
機
械
・
装
置
に
つ
い
て
、

30
％
の
特
別
償
却
又
は
３
％
の
税
額

控
除
（
法
人
税
額
の
20
％
を
限
度
）

を
認
め
る
。

ａ　

 

国
内
に
お
け
る
生
産
等
設
備
へ
の
年

間
総
投
資
額
が
適
用
事
業
年
度
の
減

価
償
却
費
を
超
え
て
い
る
こ
と
。

ｂ　

 

国
内
に
お
け
る
生
産
等
設
備
へ
の

年
間
総
投
資
額
が
前
事
業
年
度
と

比
較
し
て
10
％
超
増
加
し
て
い
る

こ
と
。

※ 

生
産
等
設
備
と
は
、
そ
の
法
人
の
事

業
の
用
に
直
接
供
さ
れ
る
減
価
償
却

資
産
（
無
形
固
定
資
産
及
び
生
物
を

除
く
）
で
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
を

い
う
。
な
お
、
本
店
、
寄
宿
舎
等
の

建
物
、
事
務
用
器
具
備
品
、
乗
用
自

動
車
、
福
利
厚
生
施
設
等
は
該
当
し

な
い
。

※ 

損
金
経
理
を
し
た
金
額
は
、
前
事
業

年
度
の
償
却
超
過
額
等
を
除
き
、
特

別
償
却
準
備
金
と
し
て
積
み
立
て
た

金
額
を
含
む
。

 

改
正
概
要 

① 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
最
大
限
の

導
入
、
省
エ
ネ
の
最
大
限
の
推
進
に

向
け
て
以
下
の
税
制
措
置
を
講
ず
る
。

ａ　

 

太
陽
光
・
風
力
発
電
設
備
の
即
時

償
却
制
度
の
適
用
期
限
を
延
長
す

る
と
と
も
に
、
そ
の
対
象
設
備
の

範
囲
に
、
コ
ー
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ

ン
設
備
を
追
加
す
る
。
適
用
期
間

２
年
間
（
平
成
26
年
度
末
ま
で
）。

ｂ　

  

中
小
水
力
発
電
設
備
、
定
置
用
蓄

電
設
備
、
省
エ
ネ
設
備
（
Ｌ
Ｅ
Ｄ

照
明
、
高
効
率
空
調
等
）
等
を

30
％
特
別
償
却
（
中
小
企
業
は

７
％
税
額
控
除
）
の
対
象
に
追
加

す
る
。
適
用
期
間
平
成
27
年
度
末

ま
で
。

② 

コ
ー
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
設
備
に
係

る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
、
課
税
標

準
を
最
初
の
３
年
間
、
課
税
標
準
と

な
る
べ
き
価
格
の
５
／
６
に
軽
減
す

る
。
適
用
期
間
２
年
間
（
平
成
26
年

度
末
ま
で
）。

　

個
人
の
所
得
水
準
を
底
上
げ
す
る
観

点
か
ら
、
給
与
等
支
給
額
を
増
加
さ
せ

た
場
合
、当
該
支
給
増
加
額
に
つ
い
て
、

10
％
の
税
額
控
除
を
認
め
る
。

 

改
正
概
要 

　

適
用
期
間
３
年
間
（
平
成
27
年
度
末

ま
で
）

① 

以
下
の
ａ
、
ｂ
及
び
ｃ
の
要
件
を
満

た
し
た
場
合
、
国
内
雇
用
者
に
対
す

る
給
与
等
支
給
増
加
額
に
つ
い
て
、

10
％
の
税
額
控
除
（
法
人
税
額
10
％

（
中
小
企
業
等
は
20
％
）
を
限
度
）

を
認
め
る
。

ａ　

 

給
与
等
支
給
額
が
基
準
事
業
年
度

の
給
与
等
支
給
額
と
比
較
し
て

５
％
以
上
増
加
し
て
い
る
こ
と
。

ｂ　

  

給
与
等
支
給
額
が
前
事
業
年
度
の
給

与
等
支
給
額
を
下
回
ら
な
い
こ
と
。

ｃ　

 

平
均
給
与
等
支
給
額
が
前
事
業
年

度
の
平
均
給
与
等
支
給
額
を
下
回

ら
な
い
こ
と
。

※ 

国
内
雇
用
者
と
は
、
法
人
の
使
用
人

（
法
人
の
役
員
及
び
そ
の
役
員
の
特

殊
関
係
者
を
除
く
）
の
う
ち
国
内
事

業
所
に
勤
務
す
る
雇
用
者
を
い
う
。

※ 

給
与
等
支
給
額
と
は
、
各
事
業
年
度

の
所
得
の
金
額
の
計
算
上
損
金
の
額

に
算
入
さ
れ
る
国
内
雇
用
者
に
対
す

る
給
与
等
の
支
給
額
を
い
う
。

※ 

基
準
事
業
年
度
と
は
、
平
成
25
年
４

月
１
日
以
後
に
開
始
す
る
各
事
業
年

度
の
う
ち
最
も
古
い
事
業
年
度
の
直

前
の
事
業
年
度
を
い
う
。

※ 

雇
用
促
進
税
制
、
復
興
特
区
等
に
係

る
雇
用
促
進
税
制
と
選
択
適
用
。

② 

ま
た
、
雇
用
促
進
税
制
に
係
る
税
額

控
除
額
を
現
行
の
増
加
雇
用
者
数
１

人
当
た
り
20
万
円
か
ら
40
万
円
に
引

き
上
げ
る
な
ど
の
措
置
を
行
う
。

研
究
開
発
税
制
の
拡
充

生
産
等
設
備
投
資
促
進
税
制
の
創
設

グ
リ
ー
ン
投
資
減
税
（
環
境
関
連
投
資

促
進
税
制
）
の
対
象
設
備
の
拡
充
等

所
得
拡
大
促
進
税
制
の
創
設
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